
袖ケ浦市老人福祉会館  

１  指定管理者が管理を行う施設の概要  

(1) 施設の名称及び所在地  

   袖ケ浦市老人福祉会館  

   袖ケ浦市飯富２４９７番地１  

 (2) 設置目的  

   老人等に対し憩いの場を提供し、老人等の福祉の増進を図る。  

(3) 指定管理者が行う業務内容  

  ア  袖ケ浦市老人福祉会館の利用の許可に関する業務  

  イ  袖ケ浦市老人福祉会館の利用料金の収納に関する業務  

  ウ  袖ケ浦市老人福祉会館の施設及び設備の維持管理に関する業務  

  エ  上記に掲げるもののほか、袖ケ浦市老人福祉会館の運営に関す

る事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務  

 

２  非公募により指名した理由  

  袖ケ浦市老人福祉会館は、袖ケ浦公園に隣接した自然豊かで閑静な

環境に立地し、高齢者等の福祉の増進を図るために昭和５３年に設置

した施設である。本施設は、大広間をはじめ、和室や多目的室など高

齢者の各種サークル活動として高齢者の憩いの場として利用されてい

るが、設立から４０年以上経過し、老朽化が進行している。  

  今回の指定管理期間満了に伴う更新にあたっては、本施設の機能移

転等を含めた今後のあり方を検討するため、指定管理者が変更になっ

た場合は、指定管理者の運営ノウハウの習熟度が図れず業務に支障を

来たすおそれがあることから、本施設は管理運営業務のノウハウを培っ

た団体が適当である。 

  以上により、現指定管理者の公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材セ

ンターを指名したものである。  

 

３  指定管理者に指定する団体の概要  

名    称  公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材センター  

所  在  地  袖ケ浦市飯富１６０４番地  

設立年月日  平成４年４月１日  

資  本  金  ―  



従 業 員 数 
２４８人（事務局１０人・会員２３８人）  

※  令和５年１１月１日時点  
  

主たる業務  

内容  

１  臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除

く。）又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用に

よるものを除く。）を希望する高齢者のために、こ

れらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供す

ること。  

２  臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他

の軽易な業務に係る就業（雇用によるものに限

る。）を希望する高齢者のために、職業紹介事業又

は一般労働者派遣事業を行うこと。  

３  高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びそ

の他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技

能の付与を目的とした講習を行うこと。  

４  高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びそ

の他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の

生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために

必要な事業を行うこと。  

５  上記に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業

機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者

の能力の活用を図るために必要な事業を行うこ

と。  

６  その他目的を達成するため必要な事業を行うこ

と。  
  

 

４  指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨  

 (1) 事業計画等  

  ア  予約制度を採用し多くの市民が平等に利用できるよう配慮する。 

  イ  利用目的にあった適切な利用ができるよう案内する。  

  ウ  利用者増加を図るための広報活動を行う。  

  エ  施設の適正かつ安定的な維持管理を行う。  

  オ  個人情報の取扱いには十分留意し、適切な管理及び保護のため

措置を講じる。  



(2) 管理に対して市が負担する金額（指定管理者候補からの提案金額） 

  令和６年度  ８，２５６千円  

  令和７年度  ８，２５６千円  

  令和８年度  ８，２５６千円  

 

５  指定管理者候補の選定概要について  

(1) 募集経過の概要  

募集に係る以下の項目を示し、非公募による指名を行った。  

ア  募集要項の配布  令和５年７月３日から同年８月３１日まで  

イ  応募者説明会  令和５年７月２０日  

ウ  募集に関する質問・回答  

（ア）  受付期間  令和５年７月２１日から同月２５日まで 

（イ）  質問件数  ０件  

エ  応募受付期間  令和５年８月２９日から同月３１日まで 

(2) 審査方法及び選定結果  

令和５年１０月１２日開催の袖ケ浦市公の施設の指定候補者選定

委員会において、施設担当部署が非公募により指名した団体から提

出された事業計画書等の提案書類を、袖ケ浦市公の施設の指定管理

者の指定の手続等に関する条例（平成１７年条例第１７号。以下「指

定手続条例」という。）第５条に規定する選定基準を更に細分化した

審査基準に基づき、審査及び採点を行った結果を基に、委員長と審

査対象の施設担当部署の委員を除いた委員１０名が指定管理者の候

補者としての適格性等を審議した。  

その結果、全委員が指定管理者の候補者として適当であると認め

たため、公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材センターを指定管理者

候補として選定した。  

その後、指定管理者候補との施設の運営管理等に係る基本的事項

を掲げた基本協定書の締結の協議が整ったことから、同団体を袖ケ

浦市老人福祉会館の指定管理者として指定するものである。  



採  点  結  果 
 
施設名称：袖ケ浦市老人福祉会館【非公募】  

応募団体：公益社団法人  袖ケ浦市シルバー人材センター  

施 設 所 管 課 の 評 価 点 数  １９６点  

上 記 評 価 に 対 す る  

選 定 委 員 会 の 判 定  

適  正  非適正  

１０名  ０名  

 
評  価  項  目  と  配  点  

選定基準  審査項目  配点  劣 

普
通 

優 

特
優 

評価  
点数  

①  指 定 施 設 の 利 用 に
関 し 不 当 な 差 別 的 取

扱 い が 行 わ れ る お そ
れがないこと。  

（ 指 定 手 続 条 例 第 ５

条第１項第１号）  

ア  平等な利用を図るため

の具体的な手法  

30 30 失格 18 24 30 24 

②  指 定 施 設 の 設 置 の
目的に照らし、当該施
設 の 効 用 を 最 大 限 に

発揮させ、その管理を
効率的、かつ、効果的
に 行 う こ と が で き る

ものであること。  

（ 指 定 手 続 条 例 第 ５
条第１項第２号）  

ア  施設の設置目的及び市

が示した管理の方針  
20 

105 

0 12 16 20 16 

イ  利用者の増加を図るた

めの具体的手法  
 9 0 3 6 9 6 

ウ  サービスの向上を図る

ための具体的手法及び当

該施設の効用を最大限に

発揮させるための手法  

31 0 17 24 31 20 

エ  施 設 の 維 持 管 理 の 内

容、適確性及び実現の可

能性  

20 失格／0 12 16 20 16 

オ  管理に係る経費の縮減

効果  
25 失格 3 20 25 4 

③  指 定 施 設 の 管 理 を
安定的、かつ、適確に
遂 行 す る に 足 り る 人

的 構 成 及 び 財 産 的 基
礎 を 有 す る も の で あ
ること。  

（ 指 定 手 続 条 例 第 ５
条第１項第３号）  

ア  収支計画の内容、適確

性及び実現の可能性  
20 

100 

失格 12 16 20 16 

イ  安定的な運営が可能と

なる人的能力  
30 0 18 24 30 24 

ウ  安定的な運営が可能と

なる財政的基盤  
40 失格／0 24 32 40 32 

エ  類似施設の運営実績  10 0 6 8 10 6 

④  そ の 他 市 長 等 が 必
要 と 認 め る 事 項 を 満

たしていること。  

（ 指 定 手 続 条 例 第 ５
条第１項第４号）  

ア  個人情報保護  10 

40 

失格 6 8 10 8 

イ  危機管理  20 0 12 16 20 16 

ウ  再委託の管理  10 0 6 8 10 8 

合           計  275 275 失格 149 218 275 196 

【採点方法】「特優」「優」「普通」「劣」の４段階を基本として評価する。ただし、②オについては、縮減効果に応じて評価する。  

【欠落事項】ア 袖ケ浦市公の施設の指定候補者選定委員会における審議の結果、審査項目の全てを「普通」とした合計点数

（１４９点）以上を獲得できなかった場合。 

イ 審査項目のうち、運営管理に大きく支障をきたす項目を「劣」とする委員が過半数いた場合。  

 


